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新潟県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成27年３月31日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第12号 

新潟県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

新潟県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則（平成25年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下「追加号細目」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（号の細目の表示及び追加号細目を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（所管行政庁が必要と認める図書） 

第２条 省令第41条第１項の所管行政庁が必要と認

める図書は、次に掲げるものとする。 

 

 

 

 

(1) 次のいずれかに該当する機関が申請に係る低

炭素建築物新築等計画が法第54条第１項各号

（第２号を除く｡)に掲げる基準に適合するかど

うかの審査を行った場合における当該基準に適

合することを証する書類 

ア エネルギーの使用の合理化等に関する法律

（昭和54年法律第49号）第76条第１項に規定

する登録建築物調査機関 

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平

成11年法律第81号）第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関 

(2) 法第54条第２項（法第55条第２項において準

用する場合を含む｡)の規定による申出を行う場

合において、建築基準法（昭和25年法律第201

号）第６条の３第１項に規定する構造計算適合

性判定を要する建築物に係る低炭素建築物新築

等計画について法第54条第１項（法第55条第２

項において準用する場合を含む｡)の規定による

認定の申請をする場合にあっては、建築基準法

第18条の２第１項の規定による知事の委任を受

けた者が当該計画について建築基準法第６条の

３第１項に規定する特定構造計算基準又は特定

増改築構造計算基準に適合することを証する書

類 

 

 

第３条 削除 

（所管行政庁が必要と認める図書） 

第２条 省令第41条第１項の所管行政庁が必要と認

める図書は、次に掲げる機関が申請に係る低炭素

建築物新築等計画が法第54条第１項各号（第２号

を除く｡)に掲げる基準に適合するかどうかの審査

を行った場合における当該基準に適合することを

証する書類とする。 

(1) エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭

和54年法律第49号）第76条第１項に規定する登

録建築物調査機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

11年法律第81号）第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（構造計算適合性判定の実施） 

第３条 知事は、法第54条第２項（法第55条第２項

において準用する場合を含む｡)の規定による申出

を受けた場合において、建築基準法（昭和25年法

律第201号）第６条第５項に規定する構造計算適

合性判定（以下「構造計算適合性判定」という｡)
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を要する建築物に係る低炭素建築物新築等計画に

ついて法第54条第１項（法第55条第２項において

準用する場合を含む｡)の規定による認定をすると

きは、建築基準法第18条の２第１項の規定による

指定を受けた者に対し、構造計算適合性判定を求

めるものとする。 

附 則 

この規則は、平成27年６月１日から施行する。 


